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平成２７年度 今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会 

平成２７年６月１１日 

 

 

【崎山課長補佐】  それでは、お時間になりましたので、ただいまから平成２７年度今

後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会を開催させていただきます。 

 本日はご多忙中にもかかわらずご出席いただきまして、まことにありがとうございます。

事務局を務めさせていただきます自動車局保障制度参事官室課長補佐の崎山でございます。

よろしくお願いします。 

本日の議事進行につきまして、後ほど座長にお願いするまでの間、私が務めさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

 それでは、まず、配付資料の確認をさせていただきますので、過不足等ございましたら、

事務局までお申しつけください。 

まず、資料１と書かれました「自動車損害賠償保障制度に係る最近の動きについて」と

いうホチキス留めしてありますこちらの資料でございます。 

次に資料２と右上に書いてございます「自動車アセスメントの新たな取組について」、こ

ちらです。 

次に資料３と書かれました「ＮＡＳＶＡ医療施設の現状について」というこちらの一連

の資料でございます。 

 このほか、参考資料１、参考資料２と書かれました資料がございまして、参考資料１の

方が「今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会」報告書のフォローアップと

書かれたものでございます。参考資料２といたしまして、「平成２７年度自動車安全特別会

計の運用益の使途について」という資料でございます。よろしいでしょうか。 

 なお、本懇談会につきましては、公開となっております。また、カメラ撮りにつきまし

ては冒頭のみとさせていただきますので、あらかじめご了承願います。 

 それでは、懇談会の開会に当たりまして、自動車局長の田端から一言ご挨拶申し上げま

す。局長、よろしくお願いします。 

【田端局長】  自動車局長、田端でございます。本日は、ご多忙の中、ご参集いただき

まして深く感謝申し上げます。また、委員の皆様方には日ごろより私どもの国土交通行政、

自動車行政にいろいろご指導、あるいはご意見いただきありがとうございます。また、引
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き続きよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 交通事故につきましては、平成２６年の交通事故の死者数４,１１３名と１４年連続で前

年を下回り、事故件数につきましても約５７万３,０００件と着実に減少している状況にご

ざいます。しかしながら、いまだ多くの方が交通事故で亡くなっておられまして、一方、

交通事故によります重度後遺障害者の方は年間約１,７００名と昨年度から横ばいの状況

にあるということから、安全対策の着実な実施、あるいは被害者の保護、引き続き努めて

いく必要があると考えております。 

 国土交通省におきましては、自動車損害賠償保障制度につきまして保険金支払いの適正

化や運用益事業の実施を通じまして被害者保護の充実に努めてきたところであります。ま

た、安全対策に関しましては昨年度実施いたしました「事業自動車総合安全プラン２００

９」の中間見直しに基づきます施策を着実に実施していくとともに、昨年度新たに設置い

たしました「事業用自動車事故調査委員会」によりまして事故要因の調査分析と再発防止

施策の提言を得ながら、事業用自動車の更なる事故削減と輸送の安全性の向上を図ってま

いります。今後も関係機関等のご協力を仰ぎながら、被害者の保護と事故発生防止の更な

る充実に向けまして鋭意取り組んでまいりたいと思います。 

 本日は、自動車損害賠償保障制度に関します最近の状況をご報告申し上げるとともに、

独立行政法人自動車事故対策機構における安全対策や被害者保護の取り組みについて、委

員の皆様から広くご意見を賜りたいと考えております。委員の皆様には、これまで同様、

忌憚なきご意見を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、私の冒頭

のご挨拶とさせていただきます。 

【崎山課長補佐】  なお、本日、田端は業務の都合によりご挨拶のみで退席とさせてい

ただきますので、何卒ご了承いただきますようによろしくお願いします。 

 続きまして、今回新たに委員となられた方をご紹介させていただきます。今回、全国共

済農業協同組合連合会の石戸谷委員。 

【石戸谷委員】  石戸谷でございます。 

【崎山課長補佐】  一般社団法人日本損害保険協会の田村委員。一般社団法人日本自動

車会議所の新居委員がご就任されております。ただ、本日、田村委員はご都合によりご欠

席のため、角川様及び大坪様が代理出席いただいております。また、石井委員と藤村委員

におかれましては、ご都合によりご欠席となっております。 

 それでは、この後、落合座長にご挨拶をいただきまして、以降の議事進行につきまして
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も落合座長にお願いしたいと存じます。落合座長、よろしくお願いいたします。 

【落合座長】  大変暑い中を、また、忙しい中、ご出席いただきましてありがとうござ

います。本日の議論していただく対象につきましては、お手元にあります議事次第にある

とおりでありまして、１つは自動車損害賠償保障制度に係る最近の動きについて、もう一

つは独立行政法人自動車対策機構の取り組みについて、こういう２つのテーマであります。

懇談会、いつも非常に活発なご意見をいただいておりますので、従前と同様に本日もぜひ

積極的にご意見を出していただきたいと思います。 

 それでは、早速、議事に入りまして、そういたしますと、先ほど冒頭にもありましたけ

れども、以降のカメラ撮りはご遠慮くださいということです。議題１でありますが、まず、

事務局から資料１について説明をお願いいたします。 

【吉田参事官】  自動車局保障制度参事官室長の吉田でございます。資料１に沿いまし

てご説明をさせていただきます。 

 まず、２ページをお開きいただきたいと思います。平成２７年度の運用益事業について

まとめております。運用益事業は国、民間保険会社、ＪＡ共済、それぞれがやっているわ

けでございますけれども、国の運用益事業につきましては記載にございますように被害者

保護対策の充実、事故防止対策の充実、効率化した事業、それぞれ主なものを記載いたし

ております。被害者保護対策の充実につきましては、１つは重度後遺障害者に対する介護

料支給の充実ということで、ＮＡＳＶＡから支給しております介護料、この支給対象品目

の拡大を行いました。また、同じくＮＡＳＶＡが介護料受給家庭に対して行っております

訪問支援の実施体制の充実・強化に取り組むことといたしております。また、事故防止対

策の充実ということでは、先進安全自動車（ＡＳＶ）に対する補助の拡充でありますとか、

自動車アセスメント事業の充実に取り組むこととなっております。こちらの詳しいご説明

は後ほど出てまいります。 

 また、一方で効率化した事業ということにつきまして、従来、安全運転推進事業という

ものに取り組んでおりますけれども、近年の執行状況に鑑みまして、今年度は昨年度から

半減の２,０００万円という事業規模で効率化して事業を実施していきたいと考えており

ます。同様に民間保険会社の運用益事業、ＪＡ共済の運用益事業につきましても、それぞ

れの充実した取り組み、あるいは効率化を実施した取り組みを記載させていただいており

ます。１つ１つの説明は割愛させていただきますけれども、合計の金額は下のところに出

ております。三者合わせまして合計額が約１６２.２億円ということで、前年度比１.５億
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円減、ほぼ同規模の運用益事業を実施しているということだと考えております。 

 次に個々の具体的な取り組みについてご報告を申し上げます。３ページをお開きいただ

きたいと思います。被害者救済対策に係る意見交換会についてでございます。この意見交

換会は平成２２年度より開催しているところでございまして、昨年度も年間４回開催をい

たしました。構成メンバーの方々は左のところに記載させていただいておりますけれども、

本日、委員としてご出席の赤塚先生に座長を務めていただいておりまして、被害者団体の

方からは桑山委員、東川委員にもご参画をいただいているところでございます。この意見

交換会、昨年度もそこにございますような５つの内容、相談支援事業の充実・強化、情報

提供の充実、協力病院・施設における短期入院・入所の利用促進策の実施、それから、介

護者なき後問題に対応した情報提供の実施、そして在宅重度後遺障害者に対する災害時の

安否確認といった内容についてご意見をいただきながら実施する取り組みということをま

とめたところでございます。 

 大きなポイントのようなものを４ページにまとめさせていただいていますので、そちら

の方でご覧いただきたいと思います。１つは情報提供の充実でございます。これは平成２

５年度に事故直後の対応・支援制度を網羅的に集約したパンフレットを作成いたしまして、

これは前回のあり方懇でもご報告申し上げたところでございますけれども、昨年度はこの

内容を改訂いたしまして、新たに警察、あるいは民間被害者支援団体等の関係者による支

援内容等を内容として充実、追加をいたしまして、２０万部超作成いたしましてこれを被

害者の方々の手に届くような損保会社でありますとか、メディカルソーシャルワーカー協

会等々の配布先に配布をさせていただいているところでございます。また、あわせて国交

省のホームページにも同様の内容のものをアップさせていただいております。今日お配り

しておりますこの小冊子、これがそのパンフレットでございますので、お時間があるとき

にまた目をお通しいただければ幸いでございます。 

 次に介護者なき後問題に対応した情報提供の実施でございます。これは従来は親なき後

問題というふうに称しておりますけれども、家庭で被害者の方を介護するのは、必ずしも

親が介護する場合に限らないわけでございまして、配偶者が配偶者を介護する、こういう

ケースも非常に多いわけでございます。そういった介護者が介護できなくなったときにど

うするのだという極めて介護家庭にとっては深刻な問題でございますけれども、これにつ

きましては、私どもといたしましては重度後遺障害者が安心して介護者なき後に入所でき

るような施設、あるいはそのための財産管理方法等の情報を集約してホームページに掲載
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して、家族の方々がそういったときに備えて、あらかじめ情報を入手し、準備できるよう

な環境を整えるということに取り組んでいるところでございます。 

 それから、下のところですけれども、協力病院・施設における短期入院・入所の利用促

進策の実施でございます。これにつきましては特に一昨年度からは従来の協力病院に加え

まして、地域の障害者施設にもこのショートステイにご協力いただくということで、短期

入所協力施設の指定ということを開始したところでございます。一昨年度、２５年度はモ

デル事業ということで行ったのですけれども、昨年度から本格的に協力いただける施設を

増やしていくという取り組みを始めまして、昨年度は東北、中部、中国地方で新たに２０

施設を指定いたしました。今後、この協力施設につきましては他の地域の調査も行いまし

て、おおむね５年ほどで全国的に協力施設を指定していきたいと考えております。 

 結果、下のところにございますように、現在のところ短期入院協力病院が全国で１４４

カ所、短期入所協力施設が２８カ所ということになっております。あわせまして、これら

の病院や施設のスタッフに対しまして、ＮＡＳＶＡの療護センターが研修を行う取り組み

も継続しております。利用状況でございますけれども、平成２５年度の数字になりますが、

延べで３６６人の方にご利用いただいたということでございます。 

 次に５ページでございます。無保険車対策の取り組みでございます。無保険車対策につ

きましては、これまでも委員の皆様方からご意見をいただいてきたところでございますけ

れども、５ページには基本的な施策の紹介をさせていただいております。全車両を対象に

街頭で取り締まり活動を行うこと。それから、原付、軽二輪車を対象に駅前駐輪場等で標

章の確認を行う監視活動、それから、保険加入状況のデータに基づいて自賠責保険の更新

が確認できない車両の所有者等に対してはがきを送付して確認を行う業務。そして自賠責

制度の広報・啓発といったことに取り組んでいるところでございます。 

 取り組みの状況等でございますけれども、６ページをお開きいただきたいと思います。

まず、街頭の取り締まり活動ですけれども、昨年度、平成２６年度は２万１,０００件余り

の車両に対して取り締まりを行いました。その結果、無保険車であることが判明したのが

１００両ということでございまして、比率にいたしますと０.４６％ということで、この比

率は経年で見ますと減少傾向にあると思われます。一方で、右の監視活動でございますけ

れども、これは昨年度３１万１,０００件に対してステッカーの確認を実施いたしました。 

 この結果、有効なステッカーが貼っていないものが１万６,０００件余りございまして、

これも比率にいたしますと５.２９％という数字でございます。ただ、この５.２９％とい
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う数字は、有効な自賠責保険のステッカーの貼っていない車両ということでございまして、

実際に確認をしてみますと、自賠責保険はしっかり更新していたのだけれども、新しいス

テッカーを貼るのを忘れていたという事案もございますので、実際の無保険車割合という

ことでは、これより低い数字と考えられまして、実際には私どもといたしましては２％か

ら３％ぐらいが軽二輪、原付の無保険車の割合ではないかと推測をしているところでござ

います。２６年度の主な取り組みにつきましては、今ご紹介申し上げましたような活動の

回数といったことを記載させていただいております。 

 あわせまして、特に若い方の原付等の自賠責保険の加入を促進するという観点から、近

年、大学との連携ということに取り組んでおりまして、昨年度も今日ご出席の福田委員、

堀野委員のご協力も賜りまして日本大学、神奈川大学のキャンパスもこの監視活動を実施

したところでございます。また、昨年度から新たに取り組みを始めました施策として、ナ

ンバー読取装置、カメラによるデータ収集という取り組みがございます。これにつきまし

ては昨年度の末になりますけれども、東京、名古屋、大阪で合計１８万５,０００台のナン

バーのデータをカメラで読み取りました。現在、その収集したデータを私どもの保有して

おります自動車情報システム等と突合作業というのを現在行っておりまして、公道を運行

している車両であるにもかかわらず、車検が通っていない、あるいは自賠責保険の更新が

なされていないという車両をこれから抽出いたしまして、その車両の所有者等に対しまし

て、はがき等の手段で状況を確認し、無車検・無保険状態の是正を図ってまいりたいと考

えているところでございます。 

 次に７ページでございます。政府保障事業の実施状況であります。これは委員の皆様方

ご案内のとおり、無保険とかひき逃げという形で被害者が自賠責保険からの救済を得られ

ない場合につきまして政府がかわりに被害者に対して救済を行うという仕組みでございま

す。ただ、加害者が判明しているものにつきましては、国としてしっかり求償をする、弁

済を求めるという取り組みもあわせて着実に取り組んでいるところでございます。昨年度

の実績、取扱件数の実績の速報値でございますけれども、左下のところにございますよう

に、受理件数が約１,５００件、支払い件数が１,２００件程度、支払い保障金額が１４億

６,０００万ということでございます。この件数、あるいは支払い金額というものは近年減

少傾向にございまして、これは交通事故の件数の減少傾向と一致したものではないかと考

えられるところでございます。引き続きこの制度の運用もしっかりやっていきたいと考え

ております。 
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 次に８ページでございます。自動車安全特会の積立金等の一般会計に過去繰り入れた繰

入金の繰り戻しの状況でございます。平成２７年度末時点での数字になりますけれども、

繰り戻しが行われていない元本と利子相当額、合わせまして６,０７２億円になりまして、

この６,０７２億円が現在一般会計からの繰り戻しが行われていない額ということになる

わけでございます。この繰り戻しにつきましては、２７年度予算においても財務省に対し

て私ども要求をいたしまして、繰り戻しがなされるように協議をしてまいりましたが、結

果として極めて一般会計の財政状況が厳しいなどの理由によって、２７年度予算において

は、繰り戻しは見送られたという結果でございました。私どもといたしましては、法律及

び大臣間合意に基づきまして２８年度要求も含めて着実な繰り戻しを財政当局に求めつつ、

必要な協議をして参りたいと考えております。 

 次に９ページをご覧いただきたいと思います。民法改正についてでございます。民法の

改正、ここで言っているのは民法でも債権関係の法令の規定でございますけれども、これ

につきましては経緯のところにございますように、平成２１年に法務大臣から法制審議会

に対して諮問があり、法制審の部会で調査審議が始まってきた、行われてきたところでご

ざいます。そして、今年の２月に民法改正の要綱案というものが部会で決定され、法制審

から法務大臣に答申という形で行われました。それを受けて３月に民法の改正法案及び関

係の法案が閣議決定されて、現在、国会で審議中という状況でございます。この改正案が

国会を通れば、施行日としてはこの法律の公布の日から起算して３年を超えない範囲内に

おいて政令で定める日ということになっているところでございます。 

 この民法改正に関連いたしまして自賠責制度への影響がございますので、そこについて

ご説明をさせていただきます。２点ございまして、１つは消滅時効の起算点の明示に係る

整備ということでございます。これは今回の民法改正の１つの趣旨が国民一般にわかりや

すいものにしようということでございまして、これにあわせて民法の関係の他の法令につ

いても消滅時効の起算点が明示されていないものについては、はっきりと書きましょうと

いうことで統一的な起算点の明示という法の整理を行うことといたしております。自賠責

制度の場合は、記載にございますように被保険者から保険会社への保険金の請求権、被害

者が保険会社に直接請求する請求権、それから、政府保障事業ということで政府のほうに

直接保障金を請求する保障請求権、３つほど大きく請求権がございますけれども、最初の

請求権については保険法、あとの２つにつきましては自賠法でそれぞれ消滅時効の規定が

ございまして、それぞれ３年間ということになっております。これらについてそれぞれ起
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算点を明示するという改正案が今回の法律の改正の中に入っているところでございます。 

 ただ、これはいずれも実際、実務上は既にそういう取り扱いでやっておりますので、こ

れが今回明文化することによって、実際の実務の点で影響があるということではございま

せん。むしろ、実際の影響が出てきそうなものは右の法定利率の変更でございます。これ

は民法で法定利率というもの、今、５％ということで規定しておりますけれども、これが

今回の改正案では３％に引き下げるということになっております。あわせて３年ごとにこ

の水準を見直す、変動制を導入するという内容でございます。自賠責制度への影響という

ことに関しましては、死亡事案、後遺障害事案につきましては、保険金のうち逸失利益の

算出にこの法定利率を用いて、いわゆる中間利息の控除を行っております。すなわち、逸

失利益ということで将来得られるであろう利益を算定して、それを実際には一時金で受け

取りますので中間利息を控除する。現在価値に割り引くという作業が行われるわけでござ

います。この利息を法定利率の５％を用いてこれまでやっているわけですけれども、今般、

この法定利率が当初、引き下げになりますので、利息の控除金額も減少することから、支

払保険金額の増加等の影響が想定されるところでございます。 

 私どもといたしましては、この民法の改正が成立いたしましたら、施行にあわせてこの

支払基準のほうも民法に合わせた利率で計算するよう必要な改正を行うことはもちろんで

ございますが、実際にこれが支払保険金額への影響等、他の部分にどのような影響が出て

くるかということにつきまして、今後検証をしてまいりたいと思っております。検証の結

果は、またこのあり方懇の場でもご報告を申し上げたいと考えております。 

 １０ページ以降は事故防止対策についてでございますが、これは自動車局の安全政策課

のほうからご説明を申し上げたいと思います。 

【小林課長】  それでは、安全政策課長の小林でございます。１０ページ目以降、安全

政策に関していくつか報告をさせていただきたいと思います。冒頭、局長の挨拶の中にも

ありましたが、私ども事業用自動車の事故の削減のために１０年間のプランをつくって活

動をしております。平成２１年から３０年までの１０年間に平成２０年を基準として死者

数を半減する。事故件数を――事故件数というのは、これは人身事故件数ですけれども、

人身事故件数を半減する。そして飲酒運転をゼロにするという３つの目標を立てて活動し

てきておりました。昨年度、平成２５年、中間年の成績、状況をもとに一度反省と見直し

をいたしまして、新しい対策をつけ加えました。中間の状況でありますが、人身事故件数

については、４万２,４２５件、左の真ん中にデータがございますけれども、中間の目標で
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あった４万３,０００件を割り込んでおりますので、まあまあ、順調に来ているのかなと。 

 一方で、死者数については４３４人ということで３８０人の中間目標を５４人オーバー

しておりまして、大きな課題があるといった状況でございます。飲酒運転については相当

減っているのですけれども、まだまだプロのドライバーの世界ではゼロを目指すべきであ

りますので、引き続き頑張っていかなければならないということでございます。これでバ

ス、ハイタク、トラック、それぞれ特徴が見えてきました。バスについては車内事故が多

い。ハイタクについては出会い頭の事故が多い。そしてトラックについては追突と交差点

での歩行者の巻き込み事故が多い。 

 これに集中して取り組んではどうかということを考えておりまして、次のページでござ

いますけれども、幾つものある改善点の中で主立ったものを４つ挙げておりますが、一番

左の上、それぞれのモードごとに、一定以上のボリュームのある事故に関して運送の現場

も巻き込んで、一緒に活動する仲間となってもらって、なるべく単純なメッセージを共有

して集中的に取り組んでみてはどうだろうか。そして、それを１年または２年取り組んだ

上で減っていなければ、なぜ減らなかったのかという見直しをしていく、このようなこと

を考えております。トラックについては、１万台当たり死亡事故件数２.０件と書いており

ますが、これは各県ごとに、各県所属のトラックごとの数字を出して、現在、平均が全国

３.０件なのですけれども、これを２.０件にする。各県ごとの目標も２.０件以下にする、

こうした目標で取り組んでいくこととなっております。 

 次に右のページでありますが、主立った内容として私どもは監査官、実は約３００人お

ります。許可事業者は約１２万者あります。１２万者を３００人でどうやって監視してい

くのか。このためにシステムを改善していこうということで、２７年度予算を確保してお

ります。これまで事業者の情報、そして監査の情報、事故に関する情報、登録情報、それ

ぞればらばらに存在していた情報をなるべく１つにまとめて、一定の傾向、危ない傾向の

ある事業者がいれば似たような傾向のある事業者はいないかというのを一遍に検索できる

ような、そういったシステムをつくるということを考えております。あと２点ございます

が、省きます。 

 １２ページでありますが、事業用自動車事故調査委員会についてということでございま

すが、昨年度６月から事業用自動車事故調査委員会を立ち上げたところでございます。こ

れは元々運輸安全委員会が立ち上がったときに航空、鉄道、そして海については事故調査

の機能があるけれども、事業用自動車についてはどうするのかという国会からの宿題がご
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ざいまして、これを警察庁とともに検討した結果、両者でもって事業用自動車事故調査委

員会を立ち上げることとして、事務局を交通事故分析センターに請け負っていただき、昨

年６月から調査を開始したところでございます。現在、１８件取り組んでおりまして、非

常に大きな事故から、それほど大きくないけれども、似たような傾向のある事故が直結す

る場合、その背後事情にはどういったことがあるのか、こうしたことを探っていくという

ことで現在取り組み、よりその事故のメカニズムの本当の姿に近づいていこう、そして再

発防止策をつくっていこうという活動を開始しているところでございます。 

 次に１３ページ目でありますが、一方で数多くの事業用自動車が走っているわけでござ

いますけれども、ハード面での技術的な進歩というものは目覚ましいものがございまして、

こうした技術的な進歩、安全にかかわる装置の普及を図るべきだということで、私どもは

補助制度をつくっております。１つが先進安全自動車の導入に対する支援ということで、

衝突被害軽減ブレーキでありますとか、ふらつき警報、横滑り防止装置等がございます。

こうしたものについては段階的に義務づけをしておりますけれども、義務づけの対象とな

っていないところも含めて補助を出して早期の普及を図りたい、そのような取り組みをし

ております。 

 また、過労運転防止のための先進的な機器、今さまざま開発されております。例えば、

運行中に意識レベルが下がってまいりますと、運転者に対して大きな音でアラームを鳴ら

すでありますとか、心電図をとりながら、運転中の健康状況をチェックするような機械も

ございます。こうしたものに対する補助もしておりますし、また、デジタル式運行記録計

や映像記録型ドライブレコーダーの導入ということで、車の挙動について詳細に記録ので

きる機械、こうしたことについても普及を図るための活動をしているところでございます。 

 私どもでは以上でございますが、ソフト面、そして今申し上げたハード面、両輪となっ

て事業用自動車の事故削減に向けて取り組んでいるということをご紹介させていただきま

した。 

【落合座長】  ありがとうございました。 

 それでは、どの点からでも結構でございますから、ご自由に質問、あるいはご意見をと

いうことで、では、どうぞ。 

【天野委員】  大変丁寧なご説明をいただきまして、ありがとうございました。私から

事業用自動車の安全対策のところで、もしおわかりになれば教えていただきたい点が２点

ございます。 
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 まず、１１ページの右上の箱になりますけれども、こういったいろいろな情報を活用さ

れて防止対策を講じていくというのは非常に有効だと思いますので、こちらについては非

常にその成果等、期待できるのではないかと考えています。ここの点なのですけれども、

例えば現時点で事業所の規模によって事故の頻度であるとか、内容等が違うといったよう

な知見が現時点であるかどうかといったところをまずお尋ねしたいと思います。 

 あともう１点は、１３ページでご説明いただきました例えばＡＳＶの導入支援ですとか、

過労運転防止のための機器の導入支援、特にこの２点なのですけれども、こちらは実際、

予算としてはかなり使い切るというか、相当利用、活用されているといったことが見て取

れるのかどうか、以上この２点を教えていただければと思います。 

【落合座長】  それでは、小林課長、お願いいたします。 

【小林課長】  それでは、お答えいたします。規模による違いでございますけれども、

現在、バス、タクシー、トラック、それぞれございますけれども、顕著に事業規模によっ

て大きな特徴があるかというと、そういう傾向を示すデータはありません。事故について

の顕著な傾向はないと考えております。 

 一方、１３ページのほうでございますけれども、約１０億円の予算を２６年度も組みま

したが、それぞれＡＳＶの話、そして過労機器、あとデジタコ、そして教育の支援という

ことでありますけれども、いずれも予算を全て使い切っていただいております。これはそ

れぞれ、まずは機器メーカーを募集しまして、その機器メーカーの募集したものについて

我々が認定して、それに対して事業者の方が手を挙げていただいて、実際、導入をしてい

くということになりますけれども、今年度についても、非常に活発な問い合わせと、そし

てお申し込みをいただいているという状況でございます。 

【落合座長】  天野委員、よろしいでしょうか。 

【天野委員】  はい。ありがとうございました。 

【落合座長】  では、ほかにございますでしょうか。どうぞ。 

【新居委員】  私、日本自動車会議所の保険委員会の委員長をやっております新居でご

ざいます。今回から委員として参加をさせていただきます。名札のほうはヘルスのほうに

なっていますので、後でご修正をいただければと思うのですが、私から自動車業界並びに

自動車ユーザーの意見反映の視点で発言をさせていただきます。先ほど吉田参事官から、

この資料１の８ページで自動車特会、あるいは一般会計、この繰り戻しの関係についての

ご説明がございました。本件につきまして今年の１月の自賠審でも申し上げた内容なので



 -12- 

すが、繰り返し述べさせていただきます。 

 ご存じのとおり、自動車ユーザーにおきましては保険料の値上げ、あるいは消費税アッ

プなどでその負担が増しているのはご存じのとおりです。さらに、この消費税につきまし

ては再来年、平成２９年４月にさらに２％の消費税アップが予定されております。今後、

大きな負担増を背負う自動車ユーザーを納得させる環境づくりを行わなければ自賠責保険

制度への信頼が失墜するおそれが十二分にあると考えております。先ほどの資料にありま

したとおり、この従前からの積み残しである特会からの一般会計繰入金問題が未解決であ

るということが問題でございます。確かに積立金と保険収支が直接の関係にないとはいえ、

繰入が返済されないまま保険料が一昨年値上げされたことにつきましては、自動車ユーザ

ーとしては納得しがたい事象でございます。 

 国の財政事情が厳しく返済できないというのが理由なのですが、それであれば、どの程

度財政が好転すれば返済できるのか。その基準を示すということも道理であろうと考えま

す。今のままでは何の基準も示されないままであることは、甚だ遺憾であるというのがユ

ーザーを代表しての見解でございます。こちらの資料にも書いてありますとおり、約定上

の返済期限は平成３０年度末でありますが、先ほど申し上げました消費税アップで自動車

ユーザーの負担がさらに増える平成２９年３月までの返済を強く求めたいと思います。参

事官からも引き続き平成２８年度の予算において意見反映をしたいというご意見がござい

ました。ぜひともその平成２８年度予算の中で十二分な意見を反映していただきまして、

それで全額返済を出発点として自動車事故対策事業を安定運営するためにも抜本的な改革

について着手、検討すべきだと考えております。 

 以上、自動車業界並びに自動車ユーザーの意見を述べさせていただきました。よろしく

お願いします。 

【落合座長】  それでは、吉田参事官、今のご意見について何かコメントはございます

か。 

【吉田参事官】  ご意見、ありがとうございました。ご意見も踏まえまして、来年度要

求においても財務省と適切な協議をしていきたいと考えております。 

【新居委員】  よろしくお願いします。 

【落合座長】  ほかにございますでしょうか。それでは、どうぞ。 

【相原委員】  相原と申します。よろしくお願いします。２ページでご説明頂きました

平成２７年度の運営益事業の観点からお話をさせていただきます。国、民間保険会社、Ｊ
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Ａ共済、それぞれの立場から大変有効で、有益な事業を執り行っておられることに敬意を

表したいと思います。持続可能性がある運用益事業であるべきだというのが１つの重要な

観点であろうと思っておりまして、それぞれの運用益事業の払い出し先、その使途につい

ては今後とも十分な精査が必要だということを申し上げておきたいと思います。 

 その精査の観点として、こういう被害者保護対策が必要だ、もしくは事故防止対策が必

要だというような対策事業の開発、着手という点でも、この運用益事業が有効に使われる

点が大変重要であり無駄がある、無理があるということも個々においては大事な観点なの

ですが、ほんとうにヒットする大変有効な事業を開発していくという点からの期待値を申

し上げておきたいと思います。被害者救済事業を行う制度としての持続可能性を高めてい

くという点からの精査という切り口です。 

 それと、８ページですが、運用益のみで現在事業が賄えておらず基金を取り崩している

現状はもう申し上げるまでもありません。健全性がどうかという点については、今日現在

でも十分でないと言わざるを得ないのではないかと思います。したがって、繰入金の６,

０００億については、ぜひ国交省からの財務当局に対する求め方について、具体的な金額

ベースで繰り戻しを設定するなど計画的な足の運び方が必要ではないかと思います。この

点については重ねてですが、お願いをしたいと思います。 

 それと、９ページで民法改正の観点がありました。法定利率の変更について内容は承知

をしたところですが、当然、支払い保険金の増加も今後見込まれるわけですので、跳ね返

りとしてユーザーが負担する保険料への影響等も今後しっかり論議、検証していく必要が

あると考えております。 

 また、６ページで無保険車の対策を着実に進めておられる状況がご報告されました。平

成２７年度の取り組みも読取装置など前進感がある取り組みをしていただいておりますの

で結構なことだと思います。あわせて、ソフト、ハード両面からの取り組みが大事だと思

いますので、ハード面でのこの前進とあわせて賠償リスクに対する正しい知識をドライバ

ーに持ってもらうというソフト面での取り組みも大変重要だと思います。加えて、無保険

車と同様に自賠責保険の対象とならない盗難車についての取り組みも付加的に念頭に置い

ていただくことも重要ではないかと考えております。以上です。 

【落合座長】  ありがとうございました。 

 何かありますか。事務局のほうでは特に何かあれば。 

【吉田参事官】  ご指摘も踏まえてさらにしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
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よろしくお願いいたします。 

【落合座長】  それでは、桑山委員、どうぞ。 

【桑山委員】  障害者の団体の桑山といいます。先ほどから話題になっている８ページ

のところなのですが、このお金、自動車安全特別会計というのは、これは被害者保護のた

めに使われるお金でして、今現在、６,０００億ほど貸し出されているのですが、今日少し

調べてみたら、１０年物の国債というのが金利が今０.４５％なんです。単純に計算すると

６,０００億預けると年間に大体２７億というお金が出てくるのですが、これは仮に委託病

床が１ベッド１,０００万と考えると大体２７０床になりまして、今の病院のベッド数をほ

ぼ倍増できるというような計算になるわけで、やっぱりこの被害者保護に使われるお金を

そういった方面に使ってもらいたいというのは心より思っています。また後から説明があ

ると思うのですが、ＮＡＳＶＡの委託病床だとか、あるいは療護センターは非常に成果を

上げていますので、ぜひとも一刻も早くこういったお金を活用して被害者保護の充実に努

めていただきたいと、そんなふうに思っています。 

 以上です。 

【落合座長】  ありがとうございました。 

 ほかに。では、どうぞ。 

【堀野委員】  堀野です。先ほどの小林安全政策課長のご説明で、１２ページの事業用

自動車事故調査委員会についてご説明をいただきました。いただいた説明は全部理解した

のですが、そもそも自動車だけが陸海空、公共交通の中で今既にできている事故調査委員

会から外されてしまったんですね。今後ともこのように２トラックで行くのが日本の国と

しての方針なのか、あるいは一時的にこういう措置なのかが知りたいのが１つ。 

 ２つ目は、昨年から始まった事故調査委員会で１８件、現在審議中ということです。こ

こにフローチャートがありますが、事故調査の中で最も期待しているキーワードがありま

せん。実際、アメリカのＮＴＳＢを１つのモデルとして日本でも航空機から始まって、そ

の後、鉄道とか船に拡大していったのですが、「勧告」という権能があるのです。つまり、

国から独立して事故再発防止するために関連諸機関に「勧告」できる権能がアメリカのＮ

ＴＳＢにあって、一応、日本の事故調査委員会も「勧告」機能はありますが、この昨年か

ら始まった事業用自動車事故調査委員会の権能にはそれは入っているのでしょうか、入っ

ていないのでしょうか。その辺が少しはっきりしなかったので確認の質問です。もし入っ

ていなかったら、入れるように仕組みを変えてほしいと思います。 
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 以上です。 

【落合座長】  それでは、お願いします。 

【小林課長】  事故調査委員会の姿ですけれども、日本の場合は交通事故調査に関して

は警察が現場捜査も含めて長年の蓄積をしてきております。一方、国土交通省においては、

事業監督の立場から、事業者はどのような形で安全管理を行っているのか、当然、監査権

もありますし、これについての知見がある。この両方の知見を生かすということが最も合

理的であるという判断のもと、このような形での事故調査委員会となりました。そのよう

な観点からこの姿で行くことになると考えております。 

 もう一つ、勧告権でありますが、この事故調査委員会、再発防止策をつくります。この

再発防止策をつくるということが１つ重要な役割でありまして、分析をし、再発防止策を

つくります。その再発防止策については、国土交通省や事業者など、さまざまな方面に再

発防止策についての提言という形をすることになっておりまして、それぞれの関係者はこ

の提言を誠実に受けとめて、しっかりと再発防止策をつくって取り組んでいくという合意

のもと、現在活動しているという状況でございます。 

【落合座長】  どうぞ。 

【堀野委員】  どうもありがとうございます。今、日本の事情として警察の捜査、それ

から、国土交通省の事業所監督の長年の蓄積を合体してというご説明がありました。十数

年来、機会ある毎に私はあちらこちらで発言し、また、それに同調される方も大変多いの

ですが、こと事故に関しては法律に誰がどのように違反したかという捜査面と、類似事故

を再発防止するという調査、これはやっぱり同じ人が２つ兼ねられないと思いますね。 

 ずばり言って警察の方は捜査のプロだと思いますが、事故再発防止のプロではない。だ

から、捜査と調査は峻別して仕組みづくりをするのがやっぱり得策ではないかと思います。

これは私の意見として聞いていただいて、今後、参考にしていただければと思います。今

のご説明だと、日本固有の独特のやり方にすることによって、峻別してやるよりは効果が

上がるという見通しはお持ちなんですね。そこだけ質問します。効果が上がるのかどうか。 

【落合座長】  どうぞ。 

【小林課長】  誤解のないように申し上げておきますと、警察の捜査結果をそのまま我々

がこの調査の中で使うということではなくて、警察には事故現場でのさまざまな捜査の知

見があるわけです。それを我々もその力を借りながら、捜査とは別の観点でいろいろと知

見を借りながら調査をするということであります。 
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 実際に事故調査をする場合に事故の形態だけの調査をするのではなくて、その背後事情

も探っていくわけです。そういった意味で、警察は現場でのどのようなメカニズムで事故

が起きたのかというものを解明する力がある。一方で我々は、当然、会社での管理がどう

されていたのか、これについては警察にはない知見があるということでありまして、先ほ

どの繰り返しになりますけれども、それぞれの長所を生かしながらやっていくということ

を申し上げたいと思います。 

【落合座長】  堀野委員、よろしいでしょうか。 

【堀野委員】  はい。 

【落合座長】  ほかにございますでしょうか。ご意見、あるいはご質問。特にないよう

ですので、この議題の第１につきましてはこのぐらいで次に移らせていただきたいと思い

ます。そういたしますと、議題の２でありますが、これは独立行政法人自動車事故対策機

構から資料２と資料３につきまして、まず説明をお願いする。その後、議題１と同様にご

議論いただくという、そういうやり方で進めたいと思います。それでは、ご説明のほどお

願いいたします。 

【内田理事】  ＮＡＳＶＡ自動車事故対策機構の内田と申します。私どもＮＡＳＶＡの

取り組みにつきまして、まず、業務概要をまとめたＤＶＤがございますので、こちらをご

覧いただきまして、その後、資料２、それから、資料３によりましてご説明申し上げます。

まずはこちらをご覧ください。 

（ＤＶＤ上映） 

【内田理事】  それでは、引き続きましてお手元の資料２に基づきましてご説明申し上

げます。自動車アセスメントの新たな取り組みについてということでございます。１ペー

ジ目をお開きください。これまで自動車アセスメントといいますと、先ほどのＤＶＤの冒

頭のところでも出て参りましたけれども、車両を衝突させて、そのとき車に乗っている方

の安全性を評価するとか、あるいは車にぶつかったときの歩行者の方の安全性を評価する、

こういったことを中心に行ってきたわけでございますけれども、昨年度から予防安全技術

といいまして、事故そのものを起こさない技術、こういったものの評価を始めております。

これは死亡、重傷者の低減効果の高いものから行ってきているところでございます。 

 具体的に昨年度行いました技術でございますけれども、２つございまして、１つが衝突

被害軽減ブレーキ（対車両）ということでございますが、要するに前方に車両があるよう

な場合に衝突しそうになった、こういうときに被害を軽減させるために運転手の方に警報
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を発する。それでも止まらない場合は自動でブレーキを作動させる、こういうようなシス

テム、これがまず１つ目でございます。２つ目が、右にございますが、車線逸脱警報装置、

自動車が車線からウインカーなどを作動させずにはみ出すようなケース、こういったとき

に運転者に警報するシステムでございます。こうしたシステムにつきましては、右下にあ

りますように最近、装着台数が増えて普及が進んでいるということが出ていると思います。

２５年までの数字しか出ておりませんけれども、２６年は特に衝突被害軽減ブレーキにつ

いてはかなりの数が出ているのではないかと推測されております。 

 ２ページ目に実際のアセスメントの実施概要を載せております。どういう車両を選ぶか

ということでございますけれども、まず、販売台数実績の多いもの、それから、メーカー

からの委託があったもの、これを国交省に置かれております評価検討委員会で選定をする

ということでございます。そして、車両の調達に当たっては変造を防止するためにセンサ

ー等に封印等を実施する。そして試験を実際に実施するわけでありますけれども、その評

価結果につきましては、メーカー側からの異議申し立てということも可能になっておりま

す。そして、最終的には先ほど申し上げた評価検討会で最終確認するということで評価が

終わるわけであります。 

 評価結果につきましては、国土交通省さんと私どもＮＡＳＶＡで、ホームページで随時

公表していくということでございまして、昨年度、初年度ではありますけれども、３７車

種を公表したところでございます。昨年度の前期は、１０月に公表したのですけれども、

その際にはデモンストレーションをマスコミの方に行いまして、かなり多くの方が見えて

テレビ、新聞等で報道もなされました。また、ホームページのアクセス数も、この予防安

全性能のアセスメントの効果ということでありましょうか、ＮＡＳＶＡに対するホームペ

ージのアクセス数も増加しているというところでございます。公表の後、自動車メーカー

におかれましては、右の下にあります青い卵形のロゴマークがございますけれども、こち

らを用いて広報が可能ということになっております。既にテレビコマーシャルなどでこの

マークを使って宣伝をされているメーカーもありますので、ご覧になった方もいらっしゃ

るかと思います。 

 次に３ページでございますが、少し衝突被害軽減ブレーキの試験・評価方法について詳

しくご説明申し上げます。下の図に試験車両と試験用ターゲットというのがあるのですけ

れども、試験用ターゲットというのは車両を模したものを静止させているケース、それか

ら、時速２０キロで走らせているケース、この２つのケースについて速度を少しずつ、時
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速５キロずつ変えていって、そのときにきちんと警報が出るのだろうかとか、あるいは自

動でブレーキが操作されてぶつからないであろうか、あるいは減速されるのだろうか、こ

ういったようなことを評価するわけですけれども、その点数づけはそれぞれの機能やシナ

リオ等に応じまして３２点を振り分けているということでございます。 

 次に４ページに車線逸脱警報装置がございますけれども、こちらは右の方の図にありま

すけれども、車をわざと車線から目標に向かってはみ出させる。左にはみ出させるのと、

右側にはみ出させるものと両方の試験を行いますが、ここにあります判定領域においてき

ちんと警報が作動するかどうか、これを時速６０キロで作動した場合については８点、そ

れから、時速７０キロで作動した場合については４点ということで、それぞれ評点を配し

まして先ほどの衝突被害軽減ブレーキと合わせますと４０点満点で総合評価をしたという

のが昨年度でございます。 

 ５ページには昨年度評価いたしました車種を全て載せております。軽自動車１３車種、

通常の乗用車が２４車種でございますが、お手元に黒いパンフレットをお配りしていると

思うのですけれども、こちらに全３７車種の点数が４０点満点で示されておりますので、

後ほどご覧いただければと思います。 

 次に６ページでございますけれども、まず、衝突被害軽減ブレーキの方、幾つかのシス

テムで検知をしていくということになっております。まず、１つ目がミリ波レーダーとい

いまして、電波で障害物までの距離や速度を検知するというもので、こちらは検知距離が

比較的長くなっております。それから、レーザーレーダーは光の反射をもとに距離を検知

するということで、これは検知距離が比較的短いというもの。それから、カメラで映像を

分析して距離や速度を測るものがございます。それから、車線逸脱警報装置の方、こちら

はカメラ装置のみでございます。左下が衝突被害軽減ブレーキの評価結果でございますけ

れども、先ほど申し上げたものの中ではカメラが比較的高い点を取って、レーザーレーダ

ーにつきましては比較的点数の低いところに分布しているという傾向がございます。 

 右下が先ほど申し上げた総合評価ということで、４０点満点で評価したものでございま

すけれども、１２点以上取った車につきましてはＡＳＶ＋、先ほどの卵形の青いマークで

ありますけれども、そこにプラス表示をつけるということで、より安全性の高いものだと

いうことを示すことができるようになっております。もちろん、今回の評価については、

どの車も内容的には効果が得られたというような結果にはなっておりますけれども、その

中でも特に効果の高かったものにつきましてプラスという表示ができるということにして
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おります。昨年度のこの３７種につきましては、このＡＳＶ＋を取った中には軽自動車と

いうのは含まれませんでしたけれども、今月に入りまして、１車種ではございますけれど

も、軽自動車でこのＡＳＶ＋を取ったのもあらわれております。各メーカーさん、やはり

こういったアセスメントをきっかけに安全性意識をより向上させているということの反映

の１つかなと考えております。 

 次に７ページでございます。これが非常に重要なところなのですけれども、現在の予防

安全装置、これはあくまでドライバーを支援するものでありまして、万能なものではござ

いません。したがって、システムに頼った運転はしないで安全運転を心がけてくださいと

いうことが重要になってくるわけであります。このあたりにつきましては、先ほどのパン

フレットのところに留意事項として、注意してくださいということで載せてございます。

衝突被害軽減ブレーキの方で特に十分な機能を発揮しない例としては、カメラでは豪雨や

窓の汚れがあったような場合とか、あるいはダッシュボード上の物の反射物があったよう

な場合、さらにレーザーレーダー、ミリ波レーダーにおいてはレーダーの前に置かれた遮

断物であるとか、あるいはメンテが不足しているようなケース、さらに右に参りますと、

車線逸脱警報装置でございますけれども、路面が汚れていたり、白線が消えていたり、あ

るいは速度が低い場合については十分な機能を発揮しないということがございます。 

 次に８ページでございます。これが今年度からの新たな取り組みでございます。昨年度

までの２つの技術の評価に加えまして、今年度から後方視界情報提供装置（バックビュー

モニタ）と呼ばれているものでございますけれども、これの評価を開始しております。こ

の後方視界情報提供装置は、バックで発進をしたり、あるいはバックで駐車をしたり、車

庫入れをしたりするような場合、どうしても後方が死角になりがちだということがござい

ますので、その死角を少しでも補うということで後ろの視界情報を車の中のモニタなどに

映し込みまして安全性を確保しようと、こういうものでございます。 

 試験方法は右の図にありますけれども、ＡからＨまでポールを置いて、それが見えるか

どうかということで、６点満点で配点するわけでございますけれども、このポールの高さ

は、特に縁故者の事故、すなわち、お父さん、お母さんとか、あるいは近親者の方、こう

いったような方が起こす事故として１、２歳児の方が多いという非常に痛ましい事故があ

るということもありますので、特に近傍のエリアでありますＡからＥのポールにつきまし

ては、こういった方がしゃがんだ状態でありますと６０センチのポールを使い、さらに遠

方のエリアにつきましては、こういった１、２歳児の方が立った状態の９０センチのポー



 -20- 

ルを使いながら試験をしていくということでございます。 

 ９ページに最後でございますけれども、今後の取り組みが出ております。さまざまな予

防安全技術があると申し上げましたけれども、今のところ開始しているのは３つの技術、

来年度からやろうと思っておりますのが衝突被害軽減ブレーキの対歩行者でございます。

要するに歩行者が前にいるような場合に先ほど申し上げましたような自動でブレーキがか

かるとか、あるいは運転者に対して警報を発するとか、そういったようなシステム、こち

らも普及が進んできておりますので、これは先ほど申し上げました死傷者の低減効果とい

うのがやはりとても高いということでございますので、来年度から是非ともやっていきた

いと考えております。 

 私からは以上でございます。 

【野津審議役】  続きまして、資料３に基づきまして療護施設の現状についてご報告い

たします。私、ＮＡＳＶＡの審議役をしております野津と申します。よろしくお願いいた

します。 

 まず、１ページ目をお開きください。療護施設と申しますのは、交通事故での脳損傷に

よる最重度の意識障害の患者さん、遷延性意識障害と言われる患者さんを専門的に治療、

看護する病院でございます。その施設におきましては、患者さんのためにその能力を最大

限引き出す治療・看護、リハビリを行う。そして、退院後の生活の質をより良くするため

の総合的なサポートを行うということを理念としております。施設の特色といたしまして

は、後ほど少し詳しくご説明いたしますが、プライマリーナーシング、ワンフロア病棟、

チーム医療体制、医療ソーシャルワーカーによる継続的な相談対応、これら４つが代表的

な特色となっております。 

 ２ページ目をお開きください。設立経緯でございますが、昭和５９年の千葉療護センタ

ーを皮切りに順次拠点数を増やすとともに、一部センターでは増床してまいりました。以

降３０年を超える年月が経過する中でコンセプトも変化してございます。当初は介護をす

るご家族の肉体的、精神的負担の軽減に主眼がございましたが、治療、看護をしてみると、

思った以上の良好な生命予後があったということでありまして、一方では入院待機患者の

増加も問題となったことから、平成９年からは入院期間の上限をおおむね５年といたしま

して、さらに平成１９年からはおおむね３年ということで、いわゆる治療特化に移行いた

しました。 

 ３ページ目をお開きください。療護施設のスタッフは、患者さん１人１人に自分たちが
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まだ発見できていない認知機能が必ずあるはずだ。患者さんは意思を伝えようとしている

けれども、伝えるための手段の一部を失っているだけだ。患者さんには秘められた能力が

あるという信念を持って治療、看護に当たっております。看護師にあっては、わずかな表

情の変化や動きをキャッチして患者さんにフィードバックすることでコミュニケーション

手段を確立しようと、どのような状態の患者さんであっても１人の人間として尊重して看

護に当たっております。 

 ４ページをお開きください。改めてプライマリーナーシングについてでありますが、１

人の患者さんを継続して受け持ち、看護の責任と成果を明確にいたします。また、脳の残

存機能、回復の兆しや変化を見逃さずに患者さん自身の能力を引き出します。チーム医療

体制につきましては、さまざまな専門職が治療方針、情報を共有し、個々の患者さんにあ

わせたかかわりを持つようにしまして、また、定期的なミーティングを行い、ご家族への

経過説明を行います。残された機能を見つけ出すために看護師らがコミュニケーションを

大切にした関わりを持ちますとともに、充実した医療機器の活用による医学的なアプロー

チを行っております。 

 ５ページをお開きください。病棟のデザインは五感刺激を重視した全員窓際の明るいワ

ンフロア病棟を基本としております。絶えずスタッフが患者さんを観察できます。また、

生活の全てがリハビリであるという考え方で、１日、１日を過ごして家庭復帰、社会復帰

を目指しております。 

 ６ページ目に参ります。医療ソーシャルワーカーでありますが、入院申し込みから退院

まで一貫して相談に乗ります。患者さんとご家族は深い心の傷を負ってさまざまな不安を

抱いておられます。例えばこれ以上よくならないから医療費の無駄と言われたり、あるい

は賠償金をもらって遊んでいるといった陰口を言われて傷つくというようなこともござい

ます。また、お子さんの介護をする立場になった親御さんの多くは、自分が亡くなった後

に対する不安を抱かれます。医療ソーシャルワーカーは心のケアを重視して相談に乗りま

す。また、冒頭で退院後の生活の質、と申し上げましたけれども、退院後の適切なセット

アップが大変重要でございます。千葉療護センターの患者さん１７４名の状況を調べたデ

ータをお示ししてございますが、最も多い退院先が自宅６３名となってございます。これ

ら患者さんにはこの調査時点では亡くなられた方がおられません。一方、病院、施設に行

かれた方の中には残念ながら亡くなられた方もおられますけれども、これは適切なセット

アップができたことがその一因であると考えております。 
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 ７ページ目をお開きください。入院までの流れで特徴的なのは、入院に先立ちまして医

師、看護師等によります訪問審査があるというところであります。入院の可否につきまし

ては、自動車事故による脳損傷の患者さんを対象にして、そこに６つの項目が掲げてあり

ますが、植物状態を定義します６項目に対しまして状態を照合して判断いたします。 

 ８ページ目をお開きください。ＮＡＳＶＡ療護施設の全国配置状況でありますが、東北、

千葉、中部、岡山は施設をＮＡＳＶＡが設置しまして所有するセンターと言われる方式に

なっておりまして、札幌の中村記念病院、泉大津市立病院、久留米の聖マリア病院は既存

の病院の一角をＮＡＳＶＡ療護施設として運営いたします、いわゆる委託病床の形態とな

っております。新たな委託病床の設置予定、関東西部：１２床とございますが、これにつ

いては後ほどご説明いたします。 

 ９ページ目をお開きください。ＮＡＳＶＡ療護施設では平成１７年度から植物状態の定

義の６項目をもとにしたナスバスコアという共通スコアを用いまして患者さんの状態を判

定しております。合計で３０点以上であることを入院要件の１つとしておりまして、２０

点以下になりますと一定の改善がなされた脱却に該当するという運用を現在はしてござい

ます。 

 １０ページをお開きください。平成１７年６月以降に退院した患者さんのナスバスコア

の分析をした結果でございます。青い棒グラフが示しておりますとおり、入院時よりも退

院時にはナスバスコアが改善しております。これを入院時の重症度別に分割したものが緑

色、オレンジ色、赤色のグラフでありまして、特に入院時のスコアがよいグループ、すな

わち緑とオレンジのところで改善点が大きくなってございます。下の真ん中のグラフの青

いドットをご覧いただきたいのですけれども、このグラフからわかりますことは、事故後

入院までの経過期間が短いほど改善がよいということであります。また、下の右側の緑の

ドットのグラフでありますが、入院時の年齢が若いほど改善が良好であるということがお

わかりいただけるかと思います。 

 １１ページ目をお開きください。最近の新たな取り組みといたしまして新看護プログラ

ムの導入をいたしました。３年の試行期間を経まして昨年度より本格導入をしております。

温浴刺激療法、用手微振動、ムーブメント・プログラムなどから構成されまして、４週間

を１クールとして実施いたします。拘縮が緩和されるといったような改善効果が見られて

おります。 

 １２ページをお開きください。療護施設別の入院患者と脱却者数を示しております。こ
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れまで療護施設全体では患者１,２４３名が入院されましたが、そのうちの３２２名が脱却

を果たしております。ただ、先ほどのグラフでご覧いただいたように、脱却に至らなくて

も状態が改善しているという患者さんは多くいらっしゃいます。 

 １３ページをお開きください。療護センターの入院患者は自動車事故の被害者に限定さ

れますけれども、そこで得られた知見を一般に普及するための取り組みを行っております。

１つは日本意識障害学会等での発表、それから、短期入院協力病院・施設の看護師等に対

する研修実施、そのほか療護施設のノウハウを在宅介護でも生かしていただくようＤＶＤ

の作成をいたしまして、ご家族等へ配布をいたしました。また、ＤＶＤにつきましてはＮ

ＡＳＶＡのホームページで閲覧ができるようになっております。 

 １４ページをお開きください。ロボットスーツＨＡＬといいまして筑波大学発のベンチ

ャー企業が開発したロボットでありまして、東北療護センターで試験的に導入をしており

ます。足に流れます立とうとする微弱な信号をキャッチいたしまして、立つ動作をモータ

ーがアシストするということが可能なロボットであります。これまでにこのＨＡＬを使っ

たリハビリを繰り返した結果、他動運動も困難な状態から、みずから動く自動運動ができ

るようになったり、さらには車椅子への移乗動作も可能となったような症例もございます。 

 最後の１５ページ目をお開きください。先ほどありました委託病床、関東西部地区の件

でございますが、関東西部地区、具体的には東京、埼玉、神奈川のエリアとなりますけれ

ども、この地区での委託病床１２床の開設に向けた取り組みであります。平成２４年に１

回入札をいたしましたが、その際には不調となっております。以降、受託意思のある病院

を探してまいりましたところ、この４月１５日より再度の公募手続を開始いたしました。

順調にいけば来年４月に半分の６床で開設いたしまして、３カ月後には１２床で運営する

というような予定でおります。なお、その後の委託病床の立地のあり方につきましては、

緑色の箱にありますけれども、地理的要因や既存病床の利用状況等を踏まえて検討するこ

ととしております。 

 以上、ＮＡＳＶＡ療護施設の現状についてご報告させていただきました。 

【落合座長】  ありがとうございました。 

 それでは、ご質問、ご意見、お願いしたいと思いますが、どうぞ。 

【東川委員】  日本脳外傷友の会の東川と申します。機械に弱いので質問がおかしなこ

とになるかもしれません。まず、アセスメント事業についてなのですけれども、大変新し

い機能を持った車をいろいろ開発していただいたり、その評価をしていただいたりという
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のは大変いいことだと思うのですけれども、先般から私は疑問に思っていること、うちの

息子の事故は２２年前で、助手席での事故で頭だけを打ったという事故なのですけれども、

その事故のときからずっとエアバッグはどうなっていたのだろうなという疑問がありまし

た。そうしたら、今般、アメリカではタカタのエアバッグの不具合というのが３００万台

でしたか、たくさん発表されましたけれども、日本ではそういうものの不具合という話題

が全然出てこないのですけれども、そこはどうなのだろうか。 

 それから、付属物でもう一つ、うちの裏のおうちの息子さんはやっぱり３０年ぐらい前

に事故でシートベルトの金具がおなかに刺さってしまったという事故だったんですね。そ

ういう自動車に付属したいろいろな安全を守る器具の不具合の評価、アセスメントなんて

いうのはどうなっているのだろう、日本ではどうなっているのだろうかという疑問をずっ

と持っておりましたので、もしそのあたりをお答えいただけたらと思います。 

 それからもう一つは全く別な観点なのですが、今、１４ページでご発表いただいたロボ

ットスーツ、サイバニクスの活用について、筑波大の先生の講習会に参加いたしましたら、

重度の方々の非常に熱いご要望がたくさんそのときに出ておりました。今日はこの会議に

は出ておられませんけれども、１台、東北療護センターで取り入れていただいたというの

はすごくいいことなのですけれども、これをもっと各地で取り入れていただいて重度の

方々へのご支援になるようなことはできないのでしょうか、その２点ご質問させていただ

きます。 

【落合座長】  はい。それでは、ＮＡＳＶＡのほう、お願いいたします。 

【内田理事】  それでは、まず、シートベルト、エアバッグにつきましてアセスメント

という観点だけから申し上げます。自動車アセスメント、今、予防安全技術のご説明は申

し上げたのですけれども、従来から、乗員の保護という観点から、もちろんエアバッグが

作動するかどうかということも含め、それから、シートベルトがきちんと機能するかとい

うことも含めて、さらにはシートベルトについては着用警報装置みたいなものも評価の対

象にしておりますし、それから、使用性というんですか、シートベルトが使いやすいかど

うか、こういったようなことも評価の対象にしております。アセスメントの観点だけで言

うと、今のようなお答えになるかと思います。 

【落合座長】  それから、介護用の……。 

【久保田自動車基準協定対策官】  国土交通省で車の安全基準を担当しております久保

田と申します。よろしくお願いいたします。エアバッグの安全対策、最近、先ほど少しお
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話がありましたタカタのエアバッグの話がよく話題に上がっておりますが、おっしゃるよ

うにタカタのエアバッグの問題、日本でも今、原因調査等はやっておりますけれども、非

常に安全上懸念がある、あるいは不具合がアメリカと同様に考えられるもののリコールと

いうものを今順次やっております。あるいは原因調査もちょうど今やっているところでご

ざいます。このように何らかの形でエアバッグに限らず、不具合、あるいは欠陥というも

のが発見された場合には、そういう同種の車種についてリコールという形で改善措置をと

っていくという対策をとっているところでございます。 

【落合座長】  それから、ロボットスーツＨＡＬの導入で、ほかの施設にも導入するの

が望ましいだろうと。そうだとすると、それに対しての計画等、既に存在しているのかど

うか、あるいはどういう状況かというご質問もあったかと思いますので、その点もお願い

いたします。 

【野津審議役】  はい。お答えいたします。もっと各病院でということでありますが、

１つ難しい点は、今のところ、これは診療報酬が効くような医療機器としての認可がまだ

下りていないものでありまして、福祉用機器という位置づけになってございます。今、こ

れを開発された山海教授がその診療報酬化に向けて医療機器として認めてもらって、診療

報酬化ということでいろいろ動きをされていますので、１つそういうものがクリアされる

と導入がしやすくなるのかなと思っております。 

 それから、これは必ずしも遷延性意識障害の患者さんへの適用の幅が広いわけでは実は

ありませんでして、やはり脳から足を動かそうという信号が太股のあたりまでたどり着い

て、それが微弱であっても来ていれば使えるという装置でありまして、そういう意味では、

なかなかそこの状態にまで行かれない患者さんの場合には残念ながら使えないというケー

スがわりと多うございまして、そういった効果の面も踏まえながら今後検討してまいりた

いと思います。 

【落合座長】  東川委員、よろしいでしょうか。 

【東川委員】  はい。 

【落合座長】  ほかにございますでしょうか。では、お願いします。 

【堀野委員】  ＮＡＳＶＡさんの療護施設の件ですが、まず、基本的に私も以前、千葉

を見学させていただいて大変感銘を受けたのを今も鮮明に覚えております。気になるのは、

資料の８ページの全国の分布図のＮＡＳＶＡ直営施設が４施設で、それ以後も、実は第5

番目と、全国展開を計画していたわけですが、以後はここにもありますように赤色で書い
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てある、委託病床、既存の病院にお願いして協力を得る、こういう形になったわけです。

確認というか、気になるので質問します。先ほど来、説明がありましたように、機能回復

に大変意欲的に取り組んでおられて、周辺のいろいろな懸念を払拭するような成果を上げ

ていらっしゃる。ワンフロアだとか、いろいろな仕組みを導入して。それと同質のことが

こういう委託病床、協力病院でできているのかどうかが気になります。 

 つまり、協力相手のマネジメントに頼るしかないわけですから、ＮＡＳＶＡ固有の質の

良い、いわば治療に特化したケアができているのかどうか、ちょっと懸念しています。ご

紹介していただいている自動車事故で機能損傷をこうむった患者さんに対する非常に科学

的な取り組みと、労働災害で発生した類似の機能障害を持つ患者さんもたくさんおられま

すが比較すると、労災保険と自動車保険でどうも後の取り組みが違っているようです。伺

うところによると労災保険でケアを受けている患者さんは、どちらかと言うと治療という

よりは介護といいますか、現在ある機能を温存して生活復帰するところにどうも軸足があ

る。むしろ、ＮＡＳＶＡさんのやっていらっしゃるやり方を他の領域にも、いい意味で水

平展開するぐらいのことがあってもいいと個人的に思っていますが、途中からこういう協

力病院の力を借りる委託病床になったことによって、ＮＡＳＶＡの良さが何か少し抑制さ

れていないかどうか気になるので質問させていただきます。 

【落合座長】  それでは、ＮＡＳＶＡのほう、お願いいたします。 

【野津審議役】  はい。お答えいたします。委託病床でありますが、基本的には療護セ

ンターに準じた治療、看護を行うというポリシーでやっておりまして、その担保といたし

ましては、委託基準というものを定めておりまして、例えば患者さん１人に対して看護師

は１.３人雇用してください。そういう手厚い看護体制をとってくださいと。あるいはＭＲ

ＩやＣＴというのは必須で、これらを使った残存の脳機能を評価して治療をしてください

というようなことで担保しているところではございます。ただ、先ほどありましたワンフ

ロアというハード面につきましては、この委託病床の中で聖マリアの病院はワンフロア化

ができておりますが、泉大津と中村記念病院はもともとあった４人部屋とか６人部屋とい

うのを改装して使っている関係でワンフロア化はできておりません。そこにつきましては

モニタをつけるような形でその代替手段として認めるような運用をしてございます。そう

いうことで、一定のレベルは満足しながら、なるべく均一な質のよい看護、治療をやって

いこうということでございます。 

 それから、先ほど労災のほうの話もございましたが、このＮＡＳＶＡの療護施設は、一
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番の特徴は手厚い看護のところでありまして、看護師さんが要するに普通の病院に比べて、

ものすごく多い形になりますので、そこのところと、あとは慢性期の患者さんになると十

分なリハビリが厚生労働省の診療報酬との関係でなかなか一般の病院では提供されないの

ですけれども、そこの手厚いリハビリというのもあわせて提供していくという、このあた

りが多分違うところなのだろうと思っています。このあたりもＮＡＳＶＡ療護施設全体で

均質的にやっていこうと思っております。 

【堀野委員】  ありがとうございます。 

【落合座長】  ほかにございますでしょうか。どうぞ、赤塚委員。 

【赤塚委員】  赤塚でございます。私は平成２２年度に設置されました被害者救済対策

に係る意見交換会の座長を務めさせていただいております。ということで、その立場で私

が思うところ、また、お願いしたいところを少し発言させていただきたいと思います。今

日のこの懇談会に向けて、少しさかのぼっていろいろ取りまとめなどを読んできました。

先ほど説明がありましたように、意見交換会の中で相談支援とか、あるいは親なき後、こ

れは介護者なき後というふうに言葉は変えましたけれども、あるいは情報提供、それから、

短期入所、短期入院、また災害時の支援などさまざまな課題が出てまいりました。それに

対して今日ご報告がありましたけれども、例えばＮＡＳＶＡの訪問支援であるとか、ある

いは短期入院などのコーディネートであるとか、被害者団体との協働その他、それから、

国土交通省のパンフレット作成や諸調査その他、大変誠実に対処していただいていると思

っております。 

 そう思いながら、ただしということなのですが、その上で申し上げたいのは、「ゆっくり

ではあるけれども」それから「さまざまな縛りの中で」とても誠実にやってくださってい

ると言わざるをえないことです。 

「ゆっくりではあるけれども」というのは、今、障害福祉の領域では高齢化の問題が大変

大きくなっております。それはご本人の高齢化、同時にご家族の高齢化です。。高齢になっ

てくると、思わぬような事態が生じることがあります。このことも考えていかなくてはい

けないと思います。１年たてば１歳年をとっていくわけです。、被害に遭われたご本人も、

家族も同じようです。このことについて、もう少し真剣に考えていかないと、間に合わな

いのではないだろうかということがとても懸念されます。高齢化ということでの、課題に

ついて、これは意見交換会の中でも申し上げていきたいと思いますけれども、委員の皆様

にももご理解いただきたいなと思うところです。 
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 それからもう１点ですけれども、これは意見交換会の昨年度の話し合いの中で最後に確

認されたことです。これまで、さまざまな調査や取り組みをしてきているけれども、もっ

とご本人や家族の生活実態をしっかり調査し、その上で方法を考えていくべきだというこ

とについてです。この視点とは、とても重要なものだろうと思っています。生活に係るさ

まざまな課題が提起されていますが、ご本人や家族の生活の実態をきちんと捉えた上で、

ほんとうにこれで良いのだろうか、もっとやることはないのだろうかと考えていくべきだ

ろうと思うわけです。 

 先ほど「ゆっくりではあるが」と、きつい言い方をしたかもしれませんけれども、全て

早急にできるものではないし、また、早ければいいというものでもないと思います。確実

に、的確に進めていくということが大事だと思います。 

これから今申し上げました２つの視点にたって意見交換会の中でも考えていかなくてはい

けないと思っているところですが、国土交通省、ＮＡＳＶＡ、この懇談会の委員の皆様に

もぜひご理解いただきたいなと思いまして話させていただきました。 

 以上です。お答えは要りません。 

【落合座長】  ありがとうございました。 

 ほかにご意見、ご質問等。 

【桑山委員】  家族の会の桑山です。資料３の１５ページなのですが、関東西部地区で

の委託病床の委託が今回少し難航しました。難航したことの理由は何かということと、今

後委託病床を広げていく場合にどんな対策をとれば今後とも広がっていくかというあたり

のことについての現在のお考えなどをお伺いしたいのですが。 

【落合座長】  お願いいたします。 

【野津審議役】  お答えいたします。今回、病院を探すに当たって個別にコンタクトし

まして、いろいろこちらから病院の要件として脳神経外科が必要で、ＣＴ、ＭＲＩがあっ

て、あと看護師は１２床に対して１.３倍の１６名は雇用してくださいというような要件も

お話ししていろいろコンタクトいたしましたけれども、その中で聞こえてまいりますのは、

１つは看護師がなかなか確保が難しいというのはございました。それから、病床を空ける

だけの余裕がないというような反応をされる病院もありましたし、あるいは脳神経外科が

非常勤であり対応が難しいというようなお話の病院でありますとか、逆に脳神経外科がき

ちんとおられて、ＣＴ、ＭＲＩという設備面もいいような病院というのは、今度は急性期

病院が主体となって、それで、そういう急性期病院は、うちは急性期でいきますからとい



 -29- 

うことでお断りになるというようなことがございました。 

 あとは、遷延性意識障害者の治療、看護を行うということで、看護師さんがなれていな

いということを非常に懸念される病院もありまして、一方でなれているという意味では、

障害者病棟を持っておられるような病院の場合にはわりとその辺の土地勘があるといいま

すか、というような感じであったかなと思っております。今後、さらなる拡大に当たって

の対策という面でいきますと、短期入院、協力病院とか全国いろいろありますけれども、

そういう病院を見ておりますと、遷延性意識障害者の治療、看護にものすごく熱心な病院

も中にはありますので、今の条件で見つからないというわけではないのかなとも思いなが

ら、いずれにしても、拡充検討の中で要件については再検討が必要かなと思っています。

厚労省の政策の中でも、高度急性期病院、急性期病院、回復期病院、慢性期病院というこ

とで、今、急性期病院が非常に多くて、それがどこかに、回復期になるのか、振り分けら

れていくのではないかという話もありますので、病院の実態というのも変化してまいりま

すので、そういった方面にも目配りしながら考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

【落合座長】  桑山委員、いかがでしょうか。よろしいですか。 

【桑山委員】  はい。 

【落合座長】  ほかにございますでしょうか。どうぞ。 

【福井委員】  交通事故対策、事故件数を減らすという大くくりの中で考えると、この

黒い予防安全性能の評価、これにしっかり評価されている、こういうブレーキ、何という

んですかね。被害軽減ブレーキという言い方が。 

【内田理事】  自動ブレーキなどと呼ばれていることも多いですね。 

【福井委員】  テレビのコマーシャルなどでもしょっちゅう見るようになりましたし、

ほとんどこういうものが今後は当たり前になってくるのかなというのは実感するのですが、

これの普及とか、あとこの数年ずっと委員の方がおっしゃっていたドライブレコーダー、

搭載率が上がったりしてきて、こうなるとあと数年ぐらいで最初に見た交通事故の資料１

の１４ページ、事故件数がずっと減っているというグラフがありましたけれども、これ、

大幅にグッとこの数年で減ってくるかもしれないですよね。 

 それで、少しさかのぼって申しわけないですが、この１４ページのこのグラフで不思議

なのが、ピークが１２年から１６年ぐらいで、ここから見事に反転、減少に転じているの

ですけれども、もちろんこれは業務用の自動車だけではなくて全部の数だとは思うのです
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が、この劇的な変化は大体何に起因しているのかというような分析はあるのでしょうか。

もちろんさまざまな、今ずっと前半でおっしゃられたような事故の防止対策が実を結んで

いるというのも当然あるでしょうけれども、これは全部の自動車なので、見事に低下して

いるという、ここは何でかというのがもしわかっていたら教えてもらえないかなと思って。 

【落合座長】  事務局のほうで、どうぞ。 

【久保田自動車基準協定対策官】  国土交通省で車の安全基準を担当しております久保

田でございます。 

 まず、１点目の資料１の１４ページの平成に入ったあたりから劇的に赤い線がグッと落

ちているのは何ですかという、そういったご質問とご理解してよろしいでしょうか。 

【福井委員】  赤いほうは医療関係の技術が向上したからかなとは思うのですけれども、

１２、１３、１４あたりをピークに事故件数と負傷者と大体ピークを打ってから後ずっと

減っていますよね。緑と水色ですけれども、これは何でかなと思って。 

【久保田自動車基準協定対策官】  ここの何か急な分岐点があったということよりも、

いろいろな対策があると思っています。例えば赤の線で下がっているところであれば、シ

ートベルトの義務づけの範囲がどんどん拡大していって、シートベルトの着用率が劇的に

上がり始めた時期とか、あるいは車のほうで見れば、車の安全対策もどんどん普及してき

まして、先ほどＮＡＳＶＡのほうから説明がありましたアセスメントの中で、従来、さっ

き自動ブレーキのお話がありましたけれども、車を実際にぶつけて中の人が大きなけがを

しないような模擬試験をやって、車がどれぐらいちゃんと中の人を守るようにつくってい

るか、あるいは実際に歩行者を模擬した人形を使って、車のボンネットとか、ちょうど前

のバンパーのところ、どれぐらい柔らかくつくっているのかとかいう、そういう評価もＮ

ＡＳＶＡさんのほうで評価させていただいたり、安全基準のほうにも入っています。そう

いう車側の安全対策が徐々に進んできているというのは１つあるかなとは思っています。 

 もう一つ、この後、自動ブレーキみたいなことがあれば劇的に減るのかということで、

当然、そういうことも目標にしながら、こういう安全対策は進めていくことが重要だと思

って、ＮＡＳＶＡさんともいろいろやっているわけでございますが、残された事故という

のはやっぱり、歩行者と自転車の衝突であったり、あるいは出会い頭であったり、今やっ

ているものだけではカバーし切れない事故というのはまだまだたくさんありますし、ある

いは高齢化社会が進んでくると、今まででは想像もつかなかったような事故というのもだ

んだん増えてまいりますので、そういったことの対策もどんどん新しい技術にあわせて、
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今出ている技術以外でもどんどん新しい技術に対することを検討していかなければいけな

いとは思っております。 

【落合座長】  福井委員、よろしいですか。 

【福井委員】  はい。ありがとうございます。 

【落合座長】  ほかにございますでしょうか。 

【相原委員】  すみません、１点だけ。 

【落合座長】  はい。どうぞ。 

【相原委員】  資料３の３ページで看護の理念のところをお教えいただいたのですが、

ここで患者さんとスタッフのところでサイクルが回っている絵がありますが、この考え方

はスタッフと患者さんをつないで、コミュニケーションの手段を発見し、確立するための

例えば医学的もしくは専門的な、領域へのフィードバックが現場からあるというようなサ

イクルになっているということでしょうか。この領域を広げていく上での、その基盤がど

ういう基盤で成り立っているのかということを教えていただきたいと思います。 

【落合座長】  お願いします。 

【野津審議役】  ここで示しておりますのは、遷延性意識障害の患者さんというのは、

外部から一見するとわかっていないように見えても実はわかっている場合が結構あるよう

でありまして、ただ、それを表現する手段がなかなかない。中には指のどこかだけが動く

ですとか、あるいは目のちょっとした動きであるとか、そういうことで看護師等が毎日接

している中でそれを発見して、患者さんにこれはこうなんだよねというふうにして、わか

りましたよというふうにしてフィードバックしてやって、このサイクルを繰り返して１つ

のコミュニケーション手段ができると、また別のコミュニケーション手段ができたりです

とか、そういうイメージのことをお示ししたものであります。 

【相原委員】  例えばそういう臨床で積み重ねてきた知見やノウハウが相応しい場所に

蓄積され、それを学問的もしくは専門的に、医学的な学術として統合されるような、そう

いう基盤というのはあるのでしょうか。 

【野津審議役】  その部分は課題でありまして、先ほど日本意識障害学会で発表を行っ

ているという説明をいたしましたが、いろいろ療護センターであった顕著な症例ですとか、

あるいは全体的なデータの結果でありますとか、そういうものはそういうところで発表し

て蓄積していくということでやっておりますが、なかなか遷延性意識障害の患者さんの治

療法がこれといって確立されたものというのがなかなかないようでございまして、そうい
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うふうなところになるべく貢献できるように努めております。 

【落合座長】  どうぞ。 

【相原委員】  例えばヨーロッパのドイツは車社会であったり、米国は米国で車の歴史

が深いわけですが、症例を外国から学ぶようなことはこの領域では特にないのでしょうか。 

【野津審議役】  実はこの分野は逆に日本のが先進的なところを行っているのかなとい

う認識でありまして、逆に先ほどのロボットスーツＨＡＬみたいなものはヨーロッパで先

行導入されているとか、そういういろいろありますけれども、あまり私どもが直接欧米の

何か治療法を持ってきてここで試しているとか、そういうようなことはございません。 

【相原委員】  わかりました。ありがとうございました。 

【落合座長】  ほかに。どうぞ。 

【堀野委員】  今のやりとり、私から補足といいますか、実は千葉療護センターを私が

見学したときに、１７、８歳の男の子が事故でほとんど意識がない状態で入院されたのだ

そうです。お父様が来ておられまして、私を案内してくださった療護センターのセンター

長さんの解説によると、たまたま私の目の前に小さいテーブルがあって、そこでボールを

男の子とお父さんがやりとりをしているんですね。そのときにお父さんがすごく感動され

たんですよ。私、どうしてこのやりとりが感動なんですかと質問しましたら、まず最初、

息子は自分を父親とはなかなか認識してくれなかった。毎日通っているうちに自分を父親

と認識してくれた。その次にここに書いてあるコミュニケーションとして、ボール遊びを

したのですが、最初はお父様がボールを相手に、机に転がしても全く無視して反応しなか

ったが、ものすごい回数、繰り返したそうです。その全ての過程で看護師も一生懸命手伝

っているのだそうです。 

 そうすると、つまり、何か学術的基盤がないのかというご質問ですが、やっと相手が相

手をお互いに、お父さんはちゃんと健常者ですからわかるのですけれども、事故に遭った

息子さんがほとんど機能損失されていたのが、徐々に、徐々にゆっくり回復していって、

とうとう私が見学したときには完全に親子の関係が回復していて、ボールを投げるとちゃ

んと待っていてパッとすぐ跳ね返す、そういうやりとりができる様になっていたのです。

これは病院としてはものすごく大きな成果だとおっしゃっていました。そこにある基本的

な認識は、人間というのはある機能が残っていると、すごく生きる意欲があって、それを

周辺が手伝うことによってどんどん活性化を促進する。千葉療護センターさんは、数値的

にはなかなか表現できない、ある日突然パッと機能回復したりすることがあり、なかなか
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予知も難しいが、それにすごくかけているとの印象を強く持ちました。積極的コミュニケ

ーションで患者さんの生きる意欲を刺激し、残存機能活性化を促進する作用が働くと言え

るのではないか・・・。 

 実績として、そういう人がたくさんいるのだということを私も学びました。私は自分が

人間工学を専門にしているので、人間と環境との関係、人間と機械、人間とシステムの関

係などをいろいろと見て来ましたが、つまり、基本的には生きる意欲があれば、残存機能

といいますか、それを認めれば周辺が一生懸命、活性化のためにあらゆる手だてを講じて

有機的にやっていくと、本人がだんだん機能回復していく。その過程をたくさんここでは

見ていらっしゃって、それを論文にまとめてあちこちで発表されて、先ほどもおっしゃっ

た様に、日本の方が欧米より高度先進性がある。私もその見聞からその様に感じました。

補足的な説明ですが。 

【落合座長】  はい。 

【赤塚委員】  私も一言いいですか。 

【落合座長】  どうぞ。 

【赤塚委員】  私の専門領域のことなので一言だけ発言させていただきます。重度、重

症の障害を負った方々の意思をどのように捉えるかというのは、とても難しいことなんで

す。なかなかそれができない。それはかかわる人の力量の問題なんだとも言われますが意

思があるのか、ないのかということ自体が問われてしまうこともあります。イギリスでは、

意思能力法という法律があり、これをさらに進めた法律が考えられていたりしますが、ど

んな人にも意思があるということを前提にしています。日本では、改正障害者基本法など

の新しい改正法の中で、「意思決定を尊重した支援」を求めています。それを実際の支援の

場で具現化することが、今の課題でもあります。 

 私も千葉療護センターを一度見学させていただきましたけれども、重症と言われる方た

ちが関わりによってコミュニケーションできるようになっていました。ここの看護師さん

たちの関わり方というのは、１つのモデルだろうと思いました。ということで、ぜひ千葉

療護センターの知見を、きちんと伝えていただきたいと思います。 

【落合座長】  それでは、もう大体議論も出尽くしましたし、時間もやや超過した状態

になりましたので、これで第２の議題につきましての議論は終了ということにさせていた

だきまして、事務局のほうから何かございますか。 

【崎山課長補佐】  本日の本懇談会の議事録に関してでございます。今後、委員の皆様
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方に照会させていただいた上で、後日、国土交通省ホームページにて公開することとなっ

ております。どうぞご了承いただきますように、よろしくお願いいたします。 

 本日は、大変お忙しい中、ご参集いただきまして、まことにありがとうございました。 

【落合座長】  それでは、非常に活発なご議論が今回もありまして、ありがとうござい

ました。それでは、これで終了ということにさせていただきます。 

 

―― 了 ―― 

 


